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宮
中
出
仕
後
の
税
所
敦
子

―
明
治
天
皇
・
昭
憲
皇
太
后
と
の
関
連
に
着
目
し
て
―

長

福

香

菜

は
じ
め
に

　

明
治
八
年
、
五
十
一
歳
の
税
所
敦
子
（
一
八
二
五
～
一
九
〇
〇
）
は

昭
憲
皇
太
后
の
歌
の
相
手
と
し
て
宮
中
へ
出
仕
す
る
こ
と
と
な
る
。

以
後
、
明
治
三
十
三
年
に
逝
去
す
る
ま
で
足
掛
け
二
十
六
年
に
わ
た

り
仕
え
た
の
で
あ
る
。
香
川
景
樹
の
桂
園
派
に
連
な
る
八
田
知
紀
や

高
崎
正
風
と
親
交
を
結
び
、
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
歌

所
歌
壇
の
中
心
勢
力
で
あ
っ
た
桂
園
派
を
担
う
歌
人
の
一
人
に
数
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
歌
人
と
し
て
の
名
声
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
な
が

ら
、
敦
子
の
先
行
研
究
は
少
な
く
、
特
に
宮
中
出
仕
後
の
詳
細
を
明

ら
か
に
し
た
研
究
は
、
極
め
て
乏
し
い
。

　

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
敦
子
の
基
礎
的
研
究
と
し
て
拙
稿
（
（
（

に
て
考
察

し
て
き
た
結
果
を
、
宮
中
出
仕
後
に
着
目
し
て
略
年
譜
に
ま
と
め
、

そ
れ
を
基
に
昭
憲
皇
太
后
に
仕
え
る
こ
と
二
十
六
年
に
及
ん
だ
敦
子

の
宮
中
に
お
け
る
活
動
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

　

ま
ず
、
敦
子
が
宮
中
へ
出
仕
す
る
運
び
と
な
っ
た
経
緯
と
官
歴
に

つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
（
拙
稿
①
に
詳
述
）。
明
治
八
年
三
月
十
四

日
、
敦
子
は
宮
内
省
雇
と
し
て
宮
中
へ
出
仕
す
る
。『
明
治
天
皇
紀
』

第
三
（
一
九
六
九
年　

吉
川
弘
文
館
）
明
治
八
年
三
月
十
四
日
の
条
に

は
「
左
院
議
官
高
崎
正
風
、
其
の
才
徳
優
れ
た
る
を
以
て
、
之
れ
を

薦
む
と
云
ふ
。」
と
の
一
文
が
見
え
、
正
風
の
推
挙
に
よ
っ
て
出
仕

へ
至
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
正
風
は
、
敦
子
没
後
に
出
版
さ
れ

た
敦
子
の
家
集
『
御
垣
の
下
草
』
後
編
上
（
明
治
三
十
六
年
五
月　

吉

川
半
七
発
行
）
に
序
文
を
寄
せ
、
そ
の
中
で
出
仕
の
経
緯
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

そ
は
今
を
さ
る
こ
と
三
十
余
年
の
む
か
し
、
お
の
れ
左
院
の
議

官
を
拝
し
、
泰
西
諸
国
の
政
体
風
俗
を
視
察
せ
よ
と
の
命
を
蒙

り
、
欧
羅
巴
を
巡
り
、
仏
蘭
西
の
み
や
こ
巴
理
斯
に
い
た
れ
る
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税
所
敦
子
略
年
譜

年　
　

代

年　

齢

官　

歴　

事　

項

明
治
八
年（
一
八
七
五
）

五
十
一
歳　

三
月
十
四
日
、
宮
内
省
雇
と
な
る
。

　

六
月
二
十
三
日
、
権
掌
侍
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

　

九
月
二
十
日
、
正
七
位
に
叙
さ
れ
る
。

明
治
十
年（
一
八
七
七
）

五
十
三
歳　

一
月
十
二
日
、
歌
会
始
に
て
召
歌（
題
「
松
不
改
色
」）が
披
講
さ
れ

る
。

明
治
十
一
年（
一
八
七
八
）

五
十
四
歳　

一
月
十
八
日
、
歌
会
始
に
て
召
歌（
題
「
鶯
入
新
年
語
」）が
披
講
さ

れ
る
。

明
治
十
四
年（
一
八
八
一
）

五
十
七
歳　

一
月
十
八
日
、
歌
会
始
に
て
撰
歌（
題
「
竹
有
佳
色
」）に
与
る
。

明
治
十
七
年（
一
八
八
四
）

六
十
歳
　

十
月
九
日
、
年
金
を
賜
る
。

明
治
十
九
年（
一
八
八
六
）

六
十
二
歳　

一
月
十
八
日
、
歌
会
始
に
て
撰
歌（
題
「
緑
竹
年
久
」）に
与
る
。

明
治
二
十
一
年（
一
八
八
八
）
六
十
四
歳　

二
月
二
十
四
日
、
従
六
位
に
叙
さ
れ
る
。

　

十
二
月
二
十
一
日
、
敦
子
自
撰
の
家
集
『
御
垣
の
下
草
』
上
・
下

（
松
井
総
兵
衛
発
行
）が
出
版
さ
れ
る
。

明
治
二
十
四
年（
一
八
九
一
）
六
十
七
歳　

二
月
二
十
八
日
、
歌
会
始
に
て
撰
歌（
題
「
社
頭
祈
世
」）に
与
る
。

明
治
二
十
五
年（
一
八
九
二
）
六
十
八
歳　

一
月
十
八
日
、
歌
会
始
に
て
撰
歌（
題
「
日
出
山
」）に
与
る
。

明
治
二
十
六
年（
一
八
九
三
）
六
十
九
歳　

二
月
六
日
、
正
六
位
に
叙
さ
れ
る
。

明
治
二
十
八
年（
一
八
九
五
）
七
十
一
歳　

六
月
二
十
九
日
、
敦
子
編
・
序
『
内
外
詠
史
歌
集
』
上
・
下（
松
井

総
兵
衛
発
行
）が
出
版
さ
れ
る
。

明
治
三
十
年（
一
八
九
七
）

七
十
三
歳　

十
二
月
二
十
八
日
、
従
五
位
に
叙
さ
れ
る
。

明
治
三
十
三
年（
一
九
〇
〇
）
七
十
六
歳 　

一
月
二
十
六
日
、
歌
会
始
に
て
撰
歌（
題
「
松
上
鶴
」）に
与
る
。

　

二
月
四
日
、
逝
去
。
同
日
、
掌
侍
に
任
ぜ
ら
れ
、
正
五
位
に
叙
さ

れ
る
。

　

二
月
六
日
、
賜
金
の
他
に
、
恩
給
金
、
ま
た
皇
后
か
ら
祭
粢
料
を

賜
る
。

明
治
三
十
六
年（
一
九
〇
三
）

　

五
月
二
十
日
、
敦
子
の
家
集
『
御
垣
の
下
草
』
後
編
上
・
下（
吉
川

半
七
発
行
）が
出
版
さ
れ
る
。

を
り
、
こ
れ
よ
り
さ
き
に
全
権
公
使
と
し
て

派
出
せ
ら
れ
し
岩
倉
具
視
公
の
一
行
に
ゆ
く

り
な
く
出
あ
へ
り
け
る
が
、
そ
の
随
行
中
に

侍
従
長
東
久
世
通
禧
伯
あ
り
。
伯
と
正
風
と

は
、
維
新
の
は
じ
め
に
仁
和
寺
宮
嘉
彰
親
王

征
討
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
、
節
刀
を
賜
ひ
て
錦

旗
を
お
し
た
て
出
た
ゝ
せ
給
ひ
し
時
、
共
に

其
軍
事
参
謀
を
命
ぜ
ら
れ
、
帷
幕
の
内
に
て

う
ら
な
く
交
り
し
ち
な
み
あ
れ
ば
、
か
た
み

に
打
よ
ろ
こ
び
、
何
く
れ
と
か
た
ら
ひ
け
る

ほ
ど
、
や
う
や
う
歌
の
う
へ
の
こ
と
に
及
び
、

「
今
上
皇
后
御
二
所
に
は
深
く
斯
道
を
嗜
せ

ら
れ
、
侍
従
女
官
等
に
も
折
に
ふ
れ
つ
ゝ
題

を
た
ま
ひ
、
歌
め
し
給
ふ
こ
と
あ
り
。
さ
る

を
あ
ま
た
あ
る
女
官
中
に
、
皇
后
宮
の
御
こ

と
ば
が
た
き
つ
か
う
ま
つ
る
べ
き
が
一
人
だ

に
な
き
こ
そ
く
ち
を
し
け
れ
。
そ
こ
の
知
人

の
中
に
も
し
さ
る
べ
き
が
あ
ら
ば
教
へ
ら
れ

よ
」
と
い
は
る
ゝ
を
、
お
の
れ
聞
も
あ
へ
ず
、

膝
を
う
ち
て
、「
そ
は
ま
こ
と
に
適
当
の
人

こ
そ
あ
な
れ
」
と
て
、
刀
自
の
資
性
経
歴
よ

り
は
じ
め
て
歌
文
に
堪
能
な
る
こ
と
ゞ
も
つ
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ぶ
さ
に
も
の
が
た
れ
ば
、
伯
い
と
い
た
う
悦
び
て
、「
こ
は
よ

き
こ
と
を
き
ゝ
ぬ
。
必
は
か
ら
ふ
所
あ
る
べ
し
」
と
て
別
れ
き
。

か
く
て
、
伯
も
お
の
れ
も
帰
朝
し
て
後
、
一
日
伯
お
の
れ
が
家

を
と
ひ
来
て
、「
さ
き
に
巴
理
斯
に
て
か
た
ら
れ
し
税
所
敦
子

の
こ
と
、
う
ち
〳
〵
は
か
ら
ふ
こ
と
あ
り
し
に
、
幸
に
そ
の
か

ひ
あ
り
て
遠
か
ら
ず
め
さ
せ
給
ふ
べ
き
み
け
し
き
定
ま
れ
り
。

さ
れ
ば
そ
こ
よ
り
あ
ら
か
じ
め
こ
の
よ
し
敦
子
に
伝
へ
て
、
お

ほ
せ
ご
と
下
ら
ば
、
速
か
に
御
う
け
聞
え
ま
つ
る
べ
く
は
か
ら

ひ
ね
か
し
」
と
あ
る
に
（
（
（

、〈
後
略
〉

　

明
治
五
年
一
月
十
九
日
、
左
院
の
使
節
団
の
一
員
と
し
て
欧
米
視

察
を
命
ぜ
ら
れ
た
正
風
は
、
同
月
二
十
七
日
に
横
浜
を
出
港
、
三
月

十
九
日
に
パ
リ
へ
到
着
す
る
。
そ
の
パ
リ
の
地
で
、
岩
倉
使
節
団
に

随
行
し
て
い
た
東
久
世
通
禧
と
出
会
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
正
風
は

旧
友
で
あ
る
通
禧
か
ら
、
皇
后
の
歌
の
相
手
が
務
ま
る
、
歌
道
に
精

通
し
た
女
官
が
い
な
い
と
の
相
談
を
受
け
、
た
だ
ち
に
敦
子
を
薦
め

た
の
で
あ
る
。

　

敦
子
の
出
仕
に
関
し
て
、
御
歌
所
寄
人
の
阪
正
臣
は
「
税
所
刀
自

の
伝
」（『
心
の
花
』
三
巻
二
号
、
一
九
〇
〇
年
二
月
）
に
お
い
て
、

高
崎
翁
、
朝
命
に
よ
り
て
欧
洲
を
漫
遊
せ
ら
れ
し
頃
、
東
久
世

通
禧
君
之
に
語
り
て
曰
く
「
宮
中
の
空
気
を
し
て
新
鮮
な
ら
し

め
む
為
、
侍
従
に
は
既
に
士
族
を
ま
じ
へ
た
り
。
女
官
に
も
亦

士
族
に
し
て
学
徳
備
は
り
坤
宮
御
文
事
御
あ
ひ　〈

マ
マ
〉を
も
仕
奉
る

べ
き
人
無
き
か
」
と
。
高
崎
翁
答
ふ
る
に
敦
子
を
以
て
し
、

「
彼
今
近
衛
家
の
老
女
た
り
。
彼
を
し
て
起
た
し
め
ば
必
適
せ

ん
」
と
い
は
れ
き
。

と
述
べ
て
お
り
、「
宮
中
の
空
気
」
一
新
の
た
め
、「
士
族
」
出
身
者

の
中
か
ら
女
官
の
選
定
が
行
わ
れ
て
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
四
十
年
七
月
二
日
付
の
『
日
本
』
掲
載
の
記
事
「
宮
中

女
官
の
取
締
…
京
都
出
身
の
女
官
…
」
で
は
、

九
重
の
宮
居
に
仕
ふ
る
女
房
方
に
て
典
侍
以
下
高
等
官
は
昔
よ

り
の
慣
例
に
依
り
、
何
れ
も
京
都
の
公
卿
尊
族
の
姫
達
な
る
こ

と
は
今
も
尚
ほ
昔
と
変
る
事
な
け
れ
ど
、
掌
侍
以
下
の
表
役
な

る
高
等
女
官
中
に
初
め
て
京
都
の
公
卿
以
外
よ
り
召
さ
れ
し
は

鹿
児
島
の
税
所
篤

〈
マ
マ
〉子
に
て
、
同
女
は
故
前
左
大
臣
近
衛
忠
房

公
夫
人
と
し
て
故
島
津
斉
彬
公
の
女
貞
子
入
簾
の
時
、
島
津
公

の
鑑
識
に
て
生
涯
近
衛
家
に
尽
さ
ん
と
近
衛
邸
に
あ
り
し
に
、

明
治
の
初
め
貞
子
逝
去
あ
り
し
も
厳
然
同
邸
に
あ
り
し
よ
し
を

宮
中
に
聞
へ
、
篤

〈
マ
マ
〉子
こ
そ
は
天
晴
れ
婦
女
の
亀
鑑
な
れ
ば
と
て
、

其
侭
召
さ
れ
て
楓
の
内
侍
と
命
ぜ
ら
れ
ぬ
。

と
記
さ
れ
、「
公
卿
以
外
」
か
ら
高
等
女
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
敦

子
が
初
め
て
で
あ
り
、
当
時
で
は
異
例
の
抜
擢
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
士
族
」
出
身
の
敦
子
が
、「
公
卿
」
出
身
者

で
支
配
さ
れ
た
宮
中
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
同
年
に
は
権
掌
侍
に
任
ぜ
ら
れ
、
正
七
位
に
叙
さ
れ
る
。
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そ
の
後
、
従
六
位
、
正
六
位
、
従
五
位
と
昇
進
し
、
敦
子
逝
去
の
同

日
明
治
三
十
三
年
二
月
四
日
に
は
掌
侍
に
任
ぜ
ら
れ
、
特
旨
を
も
っ

て
正
五
位
に
叙
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

二

　
『
明
治
天
皇
紀
』
第
六
（
一
九
七
一
年　

吉
川
弘
文
館
）
の
明
治
十

七
年
十
月
九
日
の
条
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
歌
道
御
用
」
に
精
励

す
る
敦
子
に
対
し
て
年
金
が
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

権
掌
侍
税
所
敦
子
に
年
金
二
百
円
を
賜
ひ
、
其
の
歌
道
御
用
奉

仕
の
労
を
犒
ひ
た
ま
ふ
。
敦
子
歌
道
に
通
じ
、
書
を
能
く
し
、

専
ら
御
製
を
浄
書
し
、
又
之
れ
を
保
管
す
る
を
以
て
任
と
す
。

天
皇
御
製
を
文
学
御
用
掛
高
崎
正
風
に
下
し
た
ま
ふ
や
、
予
め

之
れ
を
敦
子
に
付
し
て
浄
書
せ
し
め
、
正
風
拝
批
し
て
之
れ
を

上
る
。
叡
覧
の
後
、
更
に
敦
子
を
し
て
浄
書
せ
し
め
た
ま
ふ
を

例
と
す
。

　

歌
道
に
明
る
く
、
加
え
て
書
も
巧
み
で
あ
っ
た
敦
子
は
、
明
治
天

皇
の
御
製
歌
を
「
浄
書
」
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
御
製
歌
は
敦
子
に
よ
っ
て
「
浄
書
」
さ
れ
た
後
、
正
風
に
下
さ

れ
、
そ
し
て
正
風
が
打
っ
た
批
点
を
天
皇
が
見
た
後
に
再
び
敦
子
が

「
浄
書
」
す
る
の
を
習
慣
と
し
て
い
た
。
屋
代
熊
太
郎
編
・
発
行
『
税

所
敦
子
刀
自
』（
一
九
一
六
年
、
以
下
『
敦
子
刀
自
』
と
略
す
）
の
伝
記
中

の
「
敦
子
の
臨
終
」
収
録
「
明
治
三
十
三
年
二
月
八
日
／
諷
誦
文
」

に
も
、畏

く
も
両
陛
下
常
に
和
歌
を
好
ま
せ
給
ひ
、
日
々
の
御
詠
、
刀

自
そ
の
御
祐
筆
の
栄
を
担
ひ
、
殊
寵
を
蒙
る
。

と
の
一
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
明
治
三
十
三
年
二
月
八

日
付
『
読
売
新
聞
』
掲
載
「
故
税
所
敦
子
刀
自
（
二
）」
の
記
事
か

ら
は
、
明
治
天
皇
の
「
代
筆
」
と
皇
后
の
歌
の
「
拝
見
」
を
務
め
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

○
斯
く
て
刀
自
が
、
宮
中
の
特
な
る
御
役
目
は
畏
く
も
今
上
陛

下
の
御
代
筆
を
勤
む
る
事
、
皇
后
陛
下
の
御
歌
を
拝
見
す
る
事

等
に
て
、
幾
年
の
久
し
き
忠
勤
を
ぬ
き
ん
で
ら
れ
し
〈
後
略
〉

　

大
正
九
年
三
月
一
日
付
『
読
売
新
聞
』
に
は
、「
今
月
か
ら
御
編

纂
を
始
め
ら
る
ゝ
昭
憲
皇
太
后
の
御
歌　

我
国
古
今
に
勝
れ
さ
せ
玉

へ
る
歌
聖　

此
上
な
き
国
民
婦
人
道
徳
の
指
針
」
と
題
す
る
当
時
の

御
歌
所
長
入
江
為
守
の
「
謹
話
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
話
の
中

で
、「
最
初
税
所
敦
子
に
そ
の
道
を
お
学
び
遊
ば
し
て
か
ら
、〈
後

略
〉」
と
述
べ
て
お
り
、
昭
憲
皇
太
后
が
敦
子
に
和
歌
を
学
ん
で
い

た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。

　

敦
子
が
、
昭
憲
皇
太
后
の
歌
の
相
手
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
御
製

の
「
浄
書
」
の
役
目
を
果
た
す
ほ
ど
書
に
優
れ
て
い
た
こ
と
を
証
拠

付
け
る
記
事
が
、
明
治
二
十
五
年
三
月
十
八
日
付
『
読
売
新
聞
』
紙

上
に
見
え
る
。「
十
六
名
名
媛
当
選
披
露
」
と
題
さ
れ
た
記
事
で
あ

り
、「
和
文
家
」「
教
育
家
」「
洋
学
家
」「
小
説
家
」「
宗
教
家
」「
家
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政
家
」「
書
家
」
等
の
十
六
項
目
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
名

媛
」
が
選
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
で
は
「
十
六
名
媛
の
投
票
は

意
外
に
集
り
た
り
。」
と
述
べ
ら
れ
、
投
票
数
は
、「
本
月
一
日
よ
り

同
十
五
日
迄
に
集
り
た
る
投
票
殆
ん
ど
三
千
余
通
の
多
き
に
及
び

ぬ
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
相
当
な
数
に
の
ぼ
っ
た
。
以
下
、「
書
家
」

項
目
の
結
果
を
掲
げ
る
。

　
　

◎
書
家

百
七
十
三
点　

在
前	

税
所
篤
〈
マ
マ
〉子

百
十
六
点　
　

在
前	

中
島
歌
子

三
十
二
点	

植
村
花
亭

　

最
た
る
位
置
に
敦
子
の
名
前
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、「
書
家
」
の

大
家
と
し
て
名
の
知
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、「
和
文
家
」
項
目
に
お
い
て
も
、
敦
子
が
最
多
投
票
数
を
獲
得

し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
　

◎
和
文
家

三
百
三
十
九
点　

権
掌
侍	

税
所
篤
〈
マ
マ
〉子

二
百
八
十
二
点　

華
族
女
学
校
学
監	

下
田
歌
子

百
六
十
七
点	

中
島
歌
子

百
六
十
七
点　
　

本
所
松
井
町
一
丁
目	

鶴　

久
子

　

両
陛
下
の
歌
道
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、

そ
の
様
子
は
新
聞
紙
上
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
六

年
九
月
二
十
八
日
付
『
読
売
新
聞
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ

て
い
る
。

●
宮
中
御
歌
所　

宮
中
御
歌
所
は
所
長
・
三
頌
・
寄
人
・
御
歌

所
属
を
以
て
組
織
し
、
昨
今
両
陛
下
と
も
日
々
御
詠
草
十
五
題

宛
と
御
歌
所
へ
御
廻
付
と
な
り
、
高
崎
所
長
之
を
添
削
し
奉
り
、

女
官
は
少
く
も
日
々
七
、
八
題
の
詠
草
を
廻
付
し
て
添
削
を
乞

ひ
、
尚
臨
時
勅
題
を
賜
は
る
事
も
屢
々
あ
り
。
即
今
の
如
き
は

殆
ど
日
々
御
勅
題
を
賜
り
、
御
歌
所
は
中
々
の
多
忙
な
り
と
云
。

　

両
陛
下
の
日
々
の
詠
歌
が
十
五
題
ず
つ
で
あ
る
と
い
い
、
加
え
て

女
官
の
日
々
の
詠
歌
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
歌
所
の
多
忙
ぶ
り
を
伝

え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
明
治
四
十
四
年
八
月
十
日
付
『
朝

日
新
聞
』
に
は
、「
宮
中
の
歌
道
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。　

▽
女
官
詠
進
の
和
歌

　

▽
一
年
中
の
日
課

世
を
進
め
、
民
を
導
き
あ
は
れ
み
給
ふ
大
御
心
の
発
露
は
、
年

頃
詠
じ
さ
せ
た
ま
ふ
数
の
御
製
の
上
に
も
仰
が
れ
、
両
陛
下
の

国
風
に
御
嗜
な
み
深
き
は
申
す
も
畏
き
計
り
な
り
。
去
れ
ば
、

御
製
御
歌
の
拝
見
仰
付
け
ら
る
ゝ
高
崎
御
歌
所
長
の
許
に
は
大

抵
一
週
一
回
位
御
使
を
差
遣
は
さ
れ
、
其
都
度
少
き
も
五
六
十

首
、
多
き
時
は
二
百
余
首
の
御
詠
を
さ
へ
下
附
あ
ら
せ
ら
る
ゝ

御
模
様
に
て
、
御
側
近
く
奉
仕
せ
る
侍
従
、
若
く
は
女
官
の
方

方
に
迄
常
に
和
歌
詠
進
の
御
奨
励
あ
り
。
只
管
斯
道
の
徳
に
親
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し
む
や
う
諭
し
た
ま
ふ
こ
そ
難
有
け
れ
。

△
詠
進
と
上
覧　

宮
中
に
は
三
百
六
十
余
日
、
仮
令
大
祭
日
・

日
曜
日
な
り
と
も
、
一
日
も
欠
か
さ
で
毎
日
二
首
宛
の
御
兼
題

を
下
さ
れ
て
歌
を
召
さ
る
ゝ
例
な
れ
ば
、
女
官
達
も
大
御
心
の

深
き
思
召
を
畏
み
て
、
朝
夕
片
時
も
和
歌
の
心
掛
け
を
忘
る
ゝ

事
な
く
、
御
用
繁
き
中
に
て
も
御
題
の
詠
進
を
此
上
な
き
楽
み

と
な
し
居
る
が
、
其
詠
み
出
で
し
歌
ど
も
は
、
先
づ
美
濃
奉
書

に
認
め
て
御
前
に
奉
呈
し
、
両
陛
下
御
覧
の
分
は
之
を
御
歌
所

に
下
げ
ら
れ
、
高
崎
所
長
は
鎌
田
・
大
口
両
寄
人
を
し
て
添
削

せ
し
め
、
心
詞
の
佳
な
る
も
の
は
更
に
本
人
に
通
じ
て
色
紙
に

謹
書
せ
し
め
、
然
る
後
更
た
め
て
御
前
に
奉
進
す
る
定
め
な
り
。

△
女
官
中
の
歌
人　

斯
の
如
き
御
奨
励
の
下
に
最
も
和
歌
の
嗜

み
深
く
日
々
の
御
兼
題
を
一
日
も
欠
か
さ
ず
詠
進
す
る
女
官
中

の
歌
人
と
申
す
は
、
高
倉
・
柳
原
両
典
侍
、
藪
・
北
島
・
津

守
・
吉
田
・
山
川
の
各
権
掌
侍
、
西
命
婦
・
平
田
権
命
婦
等
に

て
、
就
中
小
池
掌
侍
の
如
き
は
故
税
所
敦
子
刀
自
と
並
び
て
宮

中
の
双
璧
と
呼
ば
れ
し
歌
道
の
上
手
な
り
。

　
「
御
製
御
歌
の
拝
見
」
を
仰
せ
つ
か
る
正
風
の
も
と
に
は
、
週
一

回
、
五
六
十
首
か
ら
二
百
首
の
歌
が
下
さ
れ
る
と
い
い
、
ま
た
両
陛

下
は
「
侍
従
」「
女
官
」
に
歌
の
詠
進
を
奨
励
し
て
お
り
、
特
に
女

官
に
対
し
て
は
、「
毎
日
二
首
宛
」
の
兼
題
を
与
え
、
歌
の
詠
進
を

求
め
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
女
官
の
小
池
道
子
を
敦
子
と
並
ぶ

「
宮
中
の
双
璧
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
歌
の
道
に
専

心
す
る
両
陛
下
の
相
手
を
務
め
、
和
歌
の
詠
進
を
行
っ
て
い
た
敦
子

が
歌
詠
み
と
し
て
の
相
応
の
実
力
を
認
め
ら
れ
、
高
く
評
価
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

ま
た
、
正
臣
は
「
税
所
刀
自
の
伝
」
中
で
、

敦
子
は
嘗
て
千
種
有
功
卿
の
門
に
在
り
、
又
近
衛
家
に
つ
か
へ

て
よ
く
堂
上
の
風
を
知
り
、
生
地
は
も
と
よ
り
京
都
に
し
て
言

語
優
美
な
り
、
動
作
閑
雅
な
り
。
一
点
の
非
難
す
べ
き
所
無
き

の
み
な
ら
ず
、
学
芸
豊
富
に
し
て
、
宮
女
中
一
の
こ
れ
に
比
肩

す
べ
き
な
し
。
所
謂
知
識
は
勢
力
に
し
て
、
は
じ
め
い
や
し
み

し
人
々
も
、
或
は
書
籍
中
の
疑
義
を
質
し
、
或
は
歌
文
の
是
正

を
乞
ひ
、
い
つ
し
か
師
匠
と
仰
ぐ
に
至
り
ぬ
。

と
述
べ
て
お
り
、「
書
籍
中
の
疑
義
」
に
答
え
、「
歌
文
の
是
正
」
を

も
行
っ
て
い
た
敦
子
の
「
学
芸
」
の
豊
富
さ
を
称
賛
し
て
い
る
。
敦

子
の
娘
徳
子
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
敦
子
の
追
悼
歌
集
『
さ
だ
め
な

き
世
』（
明
治
三
十
三
年
六
月
）
所
収
の
正
風
に
よ
る
「
税
所
敦
子
君

の
棺
前
に
誄
す
」
に
お
い
て
も
、

爾
来
両
陛
下
御
文
学
の
諸
務
を
掌
り
、
御
製
御
歌
の
拝
写
よ
り

し
て
同
僚
女
官
百
事
の
質
疑
に
応
ず
る
ま
で
日
夜
安
息
に
い
と

ま
無
か
り
き
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
両
陛
下
」
に
と
ど
ま
ら
ず
「
女
官
」
の
相
手
を

務
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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三

　

池
袋
清
風
は
、
明
治
三
十
三
年
三
月
二
十
一
日
付
『
国
民
新
聞
』

掲
載
「
税
所
敦
子
刀
自
を
憶
ふ
（
五
）」
に
お
い
て
、

明
治
十
二
年
四
月
よ
り
西
南
戦
争
後
広
島
女
子
師
範
学
校
創
立

開
校
と
な
る
や
、
予
其
教
員
に
任
ぜ
ら
れ
、
女
生
徒
百
余
名
に

教
授
す
。
亦
日
課
の
余
暇
を
以
て
有
志
の
女
生
十
余
名
に
和
歌

を
教
ふ
。
偶
々
勅
使
土
方
久
元
下
向
し
て
九
州
兵
燹
後
の
諸
学

校
を
巡
視
せ
ら
れ
、
我
広
島
女
子
師
範
学
校
に
も
来
臨
あ
り
。

生
徒
の
詠
歌
短
冊
数
十
葉
及
作
文
、
書
画
を
持
去
り
帰
京
、
之

を
天
覧
に
供
せ
ら
れ
、
且
穎
才
新
誌
に
掲
げ
ら
れ
た
り
。
之
加
、

皇
后
陛
下
の
御
歌
、
有
栖
川
宮
の
御
筆
、
権
掌
侍
税
所
敦
子
の

短
冊
等
下
賜
せ
ら
れ
た
り
。
陛
下
の
御
歌
は
敦
子
の
御
代
書
に

て
、

　
　
　

み
が
ゝ
ず
は
玉
も
か
ゞ
み
も
何
か
せ
む

　
　
　
　
　

ま
な
び
の
道
も
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ

又
敦
子
の
歌
は
左
の
如
し
。

　
　
　
　

広
島
女
学
校
生
徒
の
つ
く
れ
る
文
歌
を
見
て

　
　
　

さ
や
か
に
も
雲
の
う
へ
ま
で
聞
ゆ
也

　
　
　
　
　

つ
く
し
の
海
の
ひ
な
鶴
の
声

と
述
べ
て
い
る
。
自
身
が
勤
め
て
い
た
「
広
島
女
子
師
範
学
校
」
に
、

敦
子
の
代
書
に
よ
る
昭
憲
皇
太
后
の
歌
と
と
も
に
、
敦
子
詠
歌
の
短

冊
も
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
。
当
代
の
名
高
い
歌
人
と
し
て
位
置
し
て

い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　

同
時
期
の
『
読
売
新
聞
』（
明
治
三
十
三
年
二
月
九
日
付
）
で
は
、

「
故
税
所
敦
子
刀
自
（
三
）」
と
題
す
る
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
も
見

ら
れ
る
。

又
或
時
の
こ
と
な
り
。
三
宮
義
胤
氏
が
『
刀
自
の
詠
ま
れ
し
歌

の
数
何
程
』
と
尋
ね
し
時
、
刀
自
は
『
御
覧
に
入
る
ゝ
程
の
歌

な
し
』
と
答
へ
、
強
ひ
て
問
は
る
ゝ
に
及
び
て
、
暫
く
考
へ
し

が
、『
只
々
三
十
一
文
字
か
い
連
ら
ね
し
程
の
も
の
を
交
へ
ば
、

凡
そ
は
四
万
首
余
り
も
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
』
と
応
へ
け
り
。
実
に

刀
自
が
詠
草
は
、
積
で
山
の
如
く
、
一
日
平
均
二
首
の
名
歌
を

詠
ま
れ
し
は
、
古
来
殆
ど
例
な
き
歌
仙
と
こ
そ
は
思
は
る
れ
。

　

敦
子
の
詠
歌
は
、「
四
万
首
」
と
い
う
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
敦
子
の
詠
歌
の
纏
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
家
集
が

あ
る
。
家
集
に
は
、『
御
垣
の
下
草
』
上
・
下
（
一
八
八
八
年　

松
井

総
兵
衛
発
行
）
と
『
御
垣
の
下
草
』
後
編
上
・
下
（
一
九
〇
三
年　

吉

川
半
七
発
行
）
が
存
在
す
る
。
両
家
集
の
各
歌
数
に
つ
い
て
は
、
次

の
表
で
示
し
た
。

『
御
垣
の
下
草
』
上
・
下

『
御
垣
の
下
草
』
後
編
上
・
下

　

新
年
歌

　
　
　

七
首

　

春
歌
附
新
年
　
　

八
五
首

　

春
歌

　

二
〇
七
首

　

夏
歌

　

一
一
四
首

　

夏
歌

　

一
四
九
首

　

秋
歌

　
　

九
五
首
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秋
歌

　

二
一
四
首

　

冬
歌

　
　

七
五
首

　

冬
歌

　

一
四
四
首

　

雑
歌

　

三
六
八
首

　

恋
歌

　
　

四
五
首

　

計

　

七
三
七
首

　

雑
歌

　

二
五
七
首

　

計

一
〇
二
三
首

　

敦
子
没
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
御
垣
の
下
草
』
後
編
上
・
下
に
つ
い

て
、『
歌
』
第
三
（
明
治
三
十
六
年
六
月
）
で
は
、

●
御
垣
の
下
草
後
□
（
（
（

〈
中
略
〉
仄
か
に
洩
れ
承
は
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
製
本
出
来
の
後
、
両
陛
下
へ
献
上
に
及
ば
れ
た
る
に

御
嘉
納
あ
ら
せ
ら
れ
、
時
々
御
展
読
遊
ば
さ
る
と
か
や
。
刀
自

の
光
栄
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
名
吟
の
広
く
世
に
伝
は
ら
ん
こ

と
を
欲
し
、
次
号
よ
り
撰
抜
し
て
本
誌
に
掲
載
せ
ん
。

と
記
さ
れ
、『
御
垣
の
下
草
』
後
編
上
・
下
は
「
両
陛
下
へ
献
上
」

さ
れ
、
披
見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

敦
子
と
同
じ
く
昭
憲
皇
太
后
に
仕
え
た
下
田
歌
子
は
、「
近
世
名

媛
伝
」（
芳
賀
登
他
編
『
日
本
人
物
情
報
大
系　

第
二
巻　

女
性
叢
伝
編

2
』〈
一
九
九
九
年　

皓
星
社
〉
所
収
『
大
和
な
で
し
こ
』
臨
時
増
刊
八
巻

十
一
号
、
一
九
〇
八
年
）
に
お
い
て
、
敦
子
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て

い
る
。遂

に
女
官
の
大
方
は
歌
を
学
び
、
書
を
習
ひ
、
刀
自
を
師
表
と

仰
ぐ
に
至
れ
り
。
況
ん
や
、
聖
明
な
る
両
陛
下
の
御
慈
は
日
に

月
に
深
う
な
り
て
、
水
と
魚
と
の
浅
か
ら
ぬ
た
め
し
に
引
く
べ

き
、
御
河
の
水
の
清
き
影
に
は
、
刀
自
も
如
何
に
思
の
外
な
る

喜
び
の
浪
を
た
ゝ
へ
て
、
恵
の
淵
に
千
歳
万
代
の
後
ま
で
も
住

ま
ゝ
ほ
し
く
ぞ
願
は
れ
け
ん
。（
刀
自
が
家
の
集
に
出
で
た
る
新
題

及
び
詠
史
の
歌
は
、
大
方
此
の
奉
仕
中
の
作
に
て
、
何
れ
も
勅
題
を
か

し
こ
み
て
詠
ま
れ
た
る
が
多
し
。
刀
自
が
傑
作
は
後
段
に
掲
ぐ
べ
し
。）

刀
自
が
詠
歌
に
巧
み
な
る
、
殆
ど
天
才
に
出
で
ゝ
、
敢
て
斧
鑿

の
跡
を
見
ず
。
此
歌
の
さ
ま
も
、
或
ひ
は
勇
壮
豪
気
な
る
あ
り
。

或
ひ
は
優
雅
艶
麗
な
る
あ
り
。
中
に
就
き
て
、
最
も
卓
絶
な
る

は
詠
史
に
ぞ
あ
り
け
る
。
詠
史
は
学
力
の
豊
富
な
る
が
上
に
、

こ
れ
を
三
十
一
文
字
の
短
歌
に
云
ひ
尽
し
て
余
韻
あ
ら
し
む
る

は
、
ま
た
歌
に
巧
み
な
る
の
老
巧
手
な
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
能
は

ず
。
こ
れ
刀
自
が
詠
史
に
独
特
の
技
を
あ
ら
は
し
て
他
に
比
類

な
き
所
以
な
り
か
し
。

　

敦
子
の
家
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
新
題
歌
、
詠
史
歌
の
多
く
は

「
勅
題
」
の
も
と
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
歌
子
は
特
に
詠

史
歌
を
賞
賛
し
て
い
る
。
明
治
二
十
八
年
に
は
、
敦
子
の
編
纂
、
自

序
に
よ
る
『
内
外
詠
史
歌
集
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
宮
内
庁
書
陵

部
所
蔵
『
自
明
治
二
十
七
年
至
明
治
二
十
九
年　

御
歌
所
日
記
（
（
（

』
の

明
治
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日
の
条
に
は
、

税
所
敦
子
ヨ
リ
詠
史
歌
集
製
本
出
来
ニ
付
、
一
部
一
覧
ノ
為
回

付
所
長
以
下
回
覧
返
付
ス
。

と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
同
年
七
月
二
日
の
条
に
は
、



330明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 50 号〕平成 25 年 11 月

詠
史
歌
集
製
本
峻
〈
マ
マ
〉功
ニ
付
、
税
所
あ
つ
子
よ
り
菓
子
料
御
召

下
ゆ
か
た
并
に
詠
史
歌
集
を
一
同
へ
寄
贈
せ
ら
る
。

と
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
詠
史
歌
集
」
完
成
を
記
念
し
て
、
歌
集
と
と

も
に
金
品
を
御
歌
所
へ
「
寄
贈
」
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

敦
子
の
歌
才
は
、
明
治
八
年
の
宮
中
出
仕
か
ら
同
三
十
三
年
ま
で

の
間
に
、
歌
会
始
に
お
い
て
召
歌
二
回
、
預
撰
歌
五
回
の
計
七
回
も

御
前
披
講
と
い
う
栄
誉
を
賜
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

明
治
の
歌
会
始
は
、
明
治
二
年
一
月
二
十
四
日
に
催
さ
れ
た
御
代

始
の
宮
中
歌
御
会
始
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
る
。
歌
会
始
の
歴
史
に
お

い
て
、
召
歌
の
詠
進
、
一
般
国
民
の
詠
進
や
預
撰
歌
の
制
度
等
の
改

革
を
経
た
明
治
と
い
う
時
代
は
ま
さ
に
過
渡
期
で
あ
り
、
今
な
お
続

く
新
年
の
恒
例
行
事
の
基
礎
が
築
か
れ
た
と
言
え
る
。

　

明
治
の
歌
会
始
で
召
歌
が
披
露
さ
れ
た
の
は
、
明
治
五
年
か
ら
同

十
一
年
ま
で
の
七
年
間
で
あ
り
、
敦
子
は
明
治
十
、
十
一
年
と
連
続

で
詠
進
し
て
い
る
。
召
歌
の
詠
進
に
は
当
代
の
名
高
い
歌
人
が
選
出

さ
れ
て
お
り
、
敦
子
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
明
治
十
二
年
に
は
、

一
般
国
民
の
詠
進
歌
か
ら
選
ば
れ
た
歌
が
御
前
披
講
さ
れ
る
預
撰
歌

の
制
度
が
設
け
ら
れ
、
以
降
全
国
各
地
よ
り
何
千
何
万
も
の
歌
が
詠

進
さ
れ
た
。
明
治
十
二
年
か
ら
敦
子
最
後
の
出
詠
と
な
る
同
三
十
三

年
ま
で
の
間
に
最
も
多
く
撰
歌
に
与
っ
た
の
は
敦
子
で
、
明
治
十
四
、

十
九
、
二
十
四
、
二
十
五
、
三
十
三
年
の
計
五
回
で
あ
っ
た
。
こ
の

間
、
五
回
選
ば
れ
た
の
が
敦
子
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

こ
れ
だ
け
多
く
撰
歌
に
与
る
こ
と
は
希
有
と
言
え
、
撰
者
を
務
め
た

御
歌
所
歌
人
ら
に
撰
歌
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
、
そ
れ

だ
け
評
価
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
拙
稿
③
に
詳
述
）。

四

　

正
臣
は
「
税
所
刀
自
の
伝
」
に
お
い
て
、
以
下
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

披
露
し
て
い
る
。

敦
子
ま
だ
麻
布
に
居
ら
れ
し
頃
、
大
病
に
罹
ら
れ
け
り
。
此
は

ほ
と
〳
〵
命
も
危
き
ま
で
な
り
き
。
天
皇
陛
下
こ
れ
を
聞
食
し
、

か
た
じ
け
な
く
も
い
た
く
大
御
心
に
か
け
さ
せ
ら
れ
て
、「
か

く
重
き
病
を
う
け
つ
る
は
、
彼
が
年
頃
あ
ま
り
に
よ
る
ひ
る
御

用
を
は
げ
み
、
身
と
心
と
を
過
度
に
労
せ
し
が
為
な
ら
む
。
大

事
の
も
の
な
れ
ば
、
一
年
も
長
く
世
に
あ
ら
せ
ま
ほ
し
。
さ
れ

ば
、
今
よ
り
は
心
し
づ
か
に
病
を
養
ひ
、
癒
え
な
む
後
と
て
も

今
ま
で
の
如
く
頓
と
宮
中
に
侍
候
す
る
に
も
及
ば
ず
、
私
邸
に

在
り
て
時
々
心
の
向
き
た
ら
ん
時
に
出
仕
す
べ
く
許
さ
ん
」
と

思
食
し
、
皇
后
宮
太
夫
を
敦
子
が
病
床
に
遣
は
さ
む
と
し
給
ひ

し
が
、「
此
事
は
高
崎
こ
そ
よ
か
ら
め
。
彼
に
は
敦
子
も
心
お

き
な
く
よ
ろ
づ
を
談
ら
へ
ば
」
と
あ
り
て
、
や
が
て
高
崎
翁
を

し
て
こ
の
大
御
旨
を
伝
え
し
め
給
へ
り
。
年
老
い
、
病
み
悩
め

る
敦
子
は
い
か
に
辱
な
み
よ
ろ
こ
ば
ん
と
思
ひ
の
外
、
勅
諚
承

け
了
り
て
い
み
じ
く
打
ち
し
を
れ
、「
嗚
呼
高
崎
の
君
よ
、
今
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は
是
ま
で
に
候
ふ
。
か
く
ま
で
に
ふ
か
き
御
い
つ
く
し
み
、
か

た
じ
け
な
き
御
恵
を
蒙
り
な
れ
し
両
陛
下
の
御
も
と
を
離
れ
奉

り
て
は
、
命
な
が
ら
へ
た
り
と
も
何
の
た
の
し
み
か
候
は
む
。

勅
諚
は
い
と
も
か
し
こ
く
尊
け
れ
ど
、
こ
の
後
は
薬
も
飲
ま
じ
、

も
の
も
た
べ
じ
、
一
日
も
早
く
み
ま
か
り
候
は
む
」
と
い
ふ
。

高
崎
翁
は
あ
さ
ま
し
く
「
こ
は
何
と
し
た
る
こ
と
ぞ
。
僻
耳
な

し
給
ひ
そ
。
ひ
が
心
得
な
し
給
ひ
そ
。
ま
こ
と
や
、
御
身
や
ま

ひ
癒
え
な
ば
猶
も
と
の
如
く
宮
中
に
侍
ら
む
と
の
御
本
意
に

や
。」
と
問
は
れ
け
る
に
、
敦
子
は
「
然
な
り
」
と
答
へ
つ
。

す
な
は
ち
此
の
義
を
奏
聞
に
及
ば
れ
け
る
に
、
陛
下
は
「
そ
れ

こ
そ
こ
ゝ
に
も
満
足
に
思
ふ
所
な
れ
。
さ
ら
ば
癒
る
を
ま
ち
て

参
る
べ
し
」
と
あ
り
。
敦
子
雀
躍
し
て
高
崎
翁
の
す
ゝ
め
に
随

ひ
、
生
来
見
る
を
だ
に
う
と
ま
し
く
思
は
れ
し
牛
乳
を
さ
へ
飲

み
、
一
日
も
早
く
と
病
を
つ
く
ろ
は
れ
き
。
か
や
う
に
身
を
忘

れ
、
君
を
恋
ひ
奉
ら
れ
し
敦
子
も
七
十
歳
の
時
に
は
潔
く
退
隠

せ
む
こ
と
を
願
ひ
上
げ
ら
れ
し
に
、
こ
た
び
は
病
の
為
に
も
あ

ら
ね
ば
、
陛
下
ゆ
る
し
給
は
ず
。
家
に
住
み
て
隔
日
に
参
内
す

べ
く
お
き
て
さ
せ
給
ひ
き
。

　

大
病
を
患
っ
た
敦
子
は
、
陛
下
の
恩
情
を
受
け
な
が
ら
も
、
な
お

両
陛
下
へ
仕
え
る
こ
と
を
正
風
に
切
望
す
る
の
で
あ
る
。
敦
子
の
忠

勤
ぶ
り
を
う
か
が
う
に
足
る
資
料
で
あ
る
。

　

明
治
三
十
三
年
二
月
四
日
、
敦
子
は
七
十
六
年
の
生
涯
を
閉
じ
る
。

『
明
治
天
皇
紀
』
第
九
（
一
九
七
三
年
）
同
年
二
月
六
日
の
条
に
は
、

掌
侍
正
五
位
税
所
敦
子
卒
せ
る
を
以
て
、
明
治
八
年
出
仕
以
来

前
後
二
十
五
年
、
本
務
の
傍
ら
終
始
歌
道
御
用
を
勤
め
た
る
の

労
を
追
思
し
、
是
の
日
例
規
賜
金
四
百
円
の
外
、
特
に
金
三
百

円
を
賜
ひ
、
皇
后
亦
別
に
祭
粢
料
金
三
百
円
を
賜
ふ
。

と
記
さ
れ
、
二
十
五
年
間
の
「
歌
道
御
用
」
勤
務
の
労
を
多
と
し
て

「
例
規
賜
金
」
と
は
別
途
に
恩
給
金
、
さ
ら
に
は
皇
后
か
ら
祭
粢
料

が
与
え
ら
れ
た
。
明
治
三
十
三
年
二
月
七
日
付
『
国
民
新
聞
』
に
は
、

敦
子
の
死
を
悼
む
「
税
所
敦
子
刀
自
」
と
題
さ
れ
た
記
事
が
掲
載
さ

れ
、
文
末
に
次
の
一
文
が
見
え
る
。

●
皇
后
陛
下
の
御
使　

税
所
敦
子
逝
去
に
付
、
皇
后
陛
下
よ
り

は
特
に
御
使
を
以
て
弔
慰
を
賜
り
た
り
。
葬
儀
当
日
も
御
使
を

本
邸
及
葬
地
に
差
遣
せ
ら
る
ゝ
や
に
承
は
る
。

　

敦
子
の
逝
去
、
葬
儀
に
際
し
、
皇
后
は
「
御
使
」
を
送
り
、「
弔

慰
」
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
敦
子
の
娘
徳
子
が
『
敦
子
刀
自
』
に

寄
せ
た
一
文
に
は
、

皇
后
宮
の
か
し
こ
き
思
召
を
以
て
、
石
碑
玉
が
き
を
も
し
つ
ら

へ
給
は
ん
と
の
事
、
香
川
皇
后
宮
太
夫
の
君
よ
り
伝
へ
た
ま
ふ
。

そ
の
う
れ
し
さ
な
ど
、
い
は
む
は
お
ろ
か
に
て
、
唯
な
み
だ
の

み
は
ふ
り
お
ち
ぬ
。

と
あ
り
、「
石
碑
」
の
建
立
と
い
う
皇
后
か
ら
の
厚
情
が
あ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
関
し
て
、
同
じ
く
『
敦
子
刀
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自
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
松
方
正
義
に
よ
る
「
松
方
侯
の
談
話
」

で
は
、敦

子
が
宮
中
に
上
が
つ
て
か
ら
、
天
皇
陛
下
は
、
常
に
「
婆
々

〳
〵
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
非
常
に
御
丁
寧
に
な
さ
れ
、
皇
后
陛

下
は
殊
に
御
寵
愛
深
く
、
ま
こ
と
に
勿
体
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

母
の
如
く
姑
の
如
く
大
切
に
あ
そ
ば
さ
れ
、
敦
子
が
死
ん
で
か

ら
、
其
の
墓
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
殊
に
香
川
大
夫
に
命
じ
て
、

わ
ざ
〳
〵
造
つ
て
下
さ
つ
た
の
で
あ
る
。
又
、
敦
子
の
娘
の
事

に
つ
い
て
は
、
御
手
元
金
を
賜
は
り
、
宮
内
省
の
或
る
慥
か
な

役
人
に
預
け
て
置
い
て
、
月
々
渡
す
や
う
に
な
つ
て
居
る
の
で

あ
る
。
実
に
御
手
の
届
い
た
も
の
で
、
恐
れ
多
い
次
第
で
あ
る
。

両
陛
下
の
敦
子
に
対
す
る
御
あ
し
ら
ひ
が
斯
様
で
あ
っ
た
か
ら
、

女
官
達
も
皆
敦
子
の
学
徳
を
敬
慕
し
て
、
親
の
如
く
先
生
の
如

く
思
つ
て
、
歌
文
の
教
へ
を
受
け
て
居
つ
た
の
で
あ
る
。
昨
年

昭
憲
皇
太
后
の
諒
闇
明
け
の
時
、
葉
山
に
於
て
敦
子
の
話
が
出

た
が
、
あ
ん
な
に
両
陛
下
の
御
寵
愛
が
深
い
と
、
よ
く
他
か
ら

嫉
妬
な
ど
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
敦
子
に
限
つ
て
は
、
皆

賞
め
る
ば
か
り
で
、
誰
一
人
一
点
の
批
難
を
す
る
も
の
が
な
い

と
い
つ
て
、
一
同
感
嘆
の
声
を
放
つ
て
居
た
。

と
述
べ
、
特
に
皇
后
か
ら
の
「
寵
愛
」
が
深
く
、「
香
川
太
夫
」
に

墓
建
立
の
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
残

さ
れ
た
娘
の
徳
子
に
は
月
々
「
御
手
元
金
」
が
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
。

二
十
六
年
に
わ
た
る
敦
子
の
功
績
、
忠
勤
に
対
し
、
皇
后
か
ら
の
弔

意
が
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
簡
略
で
は
あ
る
が
、
略
年
譜
を
基
に
敦
子
の
宮
中
出
仕
か
ら

逝
去
ま
で
を
考
察
し
て
き
た
。
正
風
の
推
挙
に
よ
っ
て
宮
中
へ
出
仕

し
た
敦
子
は
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
浄
書
や
歌
の
相
手
を
務
め
る
他
、

女
官
へ
の
指
導
な
ど
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
歌
人
と
し
て
の
功

績
は
家
集
と
し
て
結
実
し
、
そ
の
歌
才
ぶ
り
は
歌
会
始
に
お
い
て
も

い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
二
十
六
年
間
忠
勤
に
精
励
し
た
敦

子
に
対
す
る
皇
后
の
温
情
は
深
く
、
特
に
敦
子
逝
去
に
際
し
て
は
、

並
々
な
ら
ぬ
哀
悼
の
念
が
表
さ
れ
て
い
る
。

　

皇
后
の
誕
生
日
を
祝
し
、
敦
子
が
作
歌
し
た
唱
歌
「
地
久
節
」
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
伊
澤
修
二
編
『
小
学
唱
歌
』
巻
三
（
海
後
宗
臣
編

『
日
本
教
科
書
大
系　

近
代
編　

第
二
十
五
巻　

唱
歌
』
昭
和
四
十
年　

講

談
社
）
に
収
録
さ
れ
、
明
治
二
十
六
年
八
月
に
出
版
さ
れ
た
。

地
久
節　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
曲　

林　

廣
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
歌　

税
所
敦
子

一　

あ
き
の
み
や
ゐ
の
お
く
深
く　

　
　
　

照
る
月
か
げ
は
明
け
き

　
　

わ
が
君
が
代
に
ひ
と
き
は
の　

　
　
　

ひ
か
り
を
そ
ふ
る
鏡
な
り
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二　

そ
の
月
か
げ
の
さ
し
そ
め
し　

　
　
　

そ
の
日
を
い
は
ふ
地
久
節

　
　

千
世
よ
ぶ
こ
ゑ
は
九
重
の　

　
　
　

う
ち
に
も
外
に
も
響
く
な
り

三　

た
か
き
い
や
し
き
少
女
子
が　

　
　
　

ま
こ
と
の
道
に
す
ゝ
む
べ
き

　
　

学
の
わ
ざ
の
あ
き
ら
か
に　

　
　
　

な
れ
る
も
君
が
み
か
げ
な
り

　

御
代
の
治
世
に
対
す
る
称
賛
の
意
が
詠
わ
れ
、
さ
ら
な
る
繁
栄
と

長
久
を
切
に
願
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
敦
子
の
皇
后
へ
の
敬

慕
の
念
が
看
取
さ
れ
る
。

注（1
）　　

拙
稿
①
「
御
歌
所
派
歌
人
税
所
敦
子
―
官
歴
の
考
証
―
」（『
国

文
学
攷
』
第
二
一
〇
号
、
二
〇
一
一
年
六
月
）、
②
「
歌
人
税
所

敦
子
の
形
成
」（『
国
文
学
攷
』
第
二
一
二
号
、
二
〇
一
一
年
十
二

月
）、
③
「
明
治
の
歌
会
始
に
お
け
る
税
所
敦
子
の
事
績
」（『
鯉

城
往
来
』
十
四
号
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
）。
論
の
構
成
上
、
こ

れ
ら
と
一
部
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
ご
了
承
い
た
だ
き

た
い
。
特
に
参
照
を
要
す
る
と
こ
ろ
に
は
注
記
す
る
。

（
2
）　　

以
下
、
資
料
及
び
雑
誌
等
の
引
用
に
際
し
て
は
、
通
行
の
字
体

に
改
め
、
振
り
仮
名
は
省
略
し
、
適
宜
句
読
点
・
濁
点
・
中
黒
を

補
っ
た
。
引
用
文
中
に
私
に
施
す
括
弧
は
〈　

〉
で
示
し
、
引
用

文
に
本
来
あ
る
（　

）
と
区
別
し
た
。
ま
た
、
傍
線
や
改
行
の
／

は
私
に
付
し
た
。

（
3
）　　

原
文
を
見
る
と
、
下
駄
の
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
字
が
入
っ
て

い
な
い
。

（
4
）　　

外
題
「
御
歌
所
／
自
明
治
二
十
七
年
／
至
明
治
二
十
九
年
／
御

歌
所
日
記
」。
明
治
二
十
七
年
か
ら
同
二
十
九
年
ま
で
の
御
歌
所

に
関
す
る
日
記
が
合
冊
さ
れ
て
い
る
。

（
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
）


